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人権問 題は 、侵す ことの でき ない永 久の権 利 と しての 人間の 自

由と平等に関する問題である。

人権問題は、人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求

す る権利 （人 権）を 侵害す る問 題であ り、全 ての 人間が 生まれ な

が らに自 由で あり、 かつ、 尊厳 と権利 につい て平 等であ る とい う

人類普遍の原理に関する国際的・国民的な問題である。

人 権 教 育 の 中 心 と な る 理 念 は 、 憲 法 及 び 教 育 基 本 法 の 本 旨 に 則

り 、人権 尊重 の精神 を貫く こと によっ て、民 主的 人間と しての 資

質の育成と、民主的人間関係の醸成を図ることにある。

人権教 育は 、これ までの 同和 教育及 び人権 同和 教育で の実践 を

踏 まえ、 様々 な人権 問題に 対す る認識 力・自 己啓 発力・ 行動力 を

育 成し、 確か な人権 感覚が 身に 付くよ う、学 校教 育及び 社会教 育

において行われる教育活動である。

学校教育においては、全教育活動を通じ、人間尊重の気風がみな

ぎ る学校 づく りを推 進する 。そ の際、 個人の 尊厳 を重ん じ、合 理

的精神を養い、人と人との間に存する偏見を解消する指導を行い、

不 合理な 差別 をなく し、自 分の 大切さ ととも に他 の人の 大切さ を

認めることができる教育を推進するよう努める。

社会教育においては、全ての人々の人権が尊重される平和で豊か

な社会を実現するため、世の中にある不合理な差別をなくすよう、

あらゆる社会生活の場面において人権に関する学習を推進する。

本県の人権教育は、前述の精神に則り県民的課題として推進しな

ければならない。

こ れ ま で の 同 和 教 育 及 び 人 権 同 和 教 育 の 推 進 に よ っ て 偏 見 や 差

別 の解消 が進 んでき た成果 を踏 まえ、 同和問 題を 重要な 人権問 題

の 一つと して 捉え、 全ての 県民 の正し い認識 と理 解を一 層深め る

と ともに 様々 な人権 問題を 解決 できる 実践力 を高 め、人 権とい う

普遍的文化を築くことが必要である。

したがって、人権教育は、あらゆる場において考慮すべき県民的

課 題であ り、 教育の 中立性 を確 保しつ つ、個 人の 尊厳を 重んじ 民

主 的・合 理的 精神を 尊重す る教 育・啓 発を積 極的 に進め なけれ ば

ならない。

この人権教育の推進に当たっては、学校・家庭・地域社会が一体

となって計画的、継続的に取り組むことが肝要である。

岐阜県人権教育基本方針はこのような根拠や考えでつくられています

日本国憲法(昭和２２年５月３日施行)
第１１条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨

げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権

は、侵すことのできない永久の権利として、現在及

び将来の国民に与へられる。 人権擁護推進審議会答申(平成１１年７月２９日)
「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深める

ための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に

関する基本的事項について」

人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追

求する権利―それが人権である。

世界人権宣言(１９４８年１２月１０日)
第１条 すべての人間は、生まれながらにして自由

であり、かつ、尊厳と権利について平等である。

人間は理性と良心とを授けられており、互いに同法

の精神をもって行動しなければならない。

昭和４９年９月に「岐阜県同和教育基本方針」が

決定され、平成１４年３月に「岐阜県人権同和教育

基本方針」が決定されました。それぞれが果たして

きたこれまでの歩みを大切に受け継ぐ意味合いから

この文言を挿入しました。

人権教育で培う三つの力として、認識力・自

己啓発力・行動力の育成を重視します。

文部科学省において作成された「人権教育の指導

方法の在り方について第一次とりまとめ(平成１６

年)」においては、学校における人権教育の理念を

このような分かりやすい言葉で明示しています。こ

の文言は今後も学校における人権教育の基本理念

として受け継がれます。

なお、第一次とりまとめにおいては、この文言に

ついて、「そのことを単に理解するにとどまること

なく、それが態度や行動に表れるようになることが

求められることは言うまでもない」としており、本

県における、行動力の育成を目指した「ひびきあい

の日」の取組の充実と軌を一にしていると言えま

す。
次の２点を踏まえた文言としています

① 平成２３年６月１０日の第１回岐阜県人権同和

教育協議会における「協議会の名称から同和の言葉

が消えても、同和問題への取組が弱まることがあっ

てはならない。」という意見を基にしています。

② ｢人権教育・啓発に関する基本計画(平成１４年３

月１５日)｣においては、各人権課題に対する取組の

中の同和問題について、｢これまでの同和問題に関

する教育・啓発活動の中で積み上げられてきた成果

等を踏まえ、同和問題を重要な人権問題の一つとし

て捉え｣という文言が掲げられています。岐阜県と

しては、どの人権課題も重要であるという認識に立

つと同時に、これまでの同和教育が果たしてきた役

割の大きさとその成果を大切に受け継ぎます。

国連の「人権教育のための世界計画」の中で、人

権教育の定義を、「知識の共有、技術の伝達、及び

態度の形成を通じ、人権という普遍的文化を構築す

るために行う、教育、研修及び情報である」として

います。こうした国際的な人権教育の流れも踏まえ

ています。

文部科学省が示す「人権教育の推進に関する取

組状況の調査結果(平成２１年１０月 )」に

おいては、７つの提言が示されており、こ

の内、本県においては、「学校・家庭・地

域 社 会 が 一 体 と な っ た 取 組 を 推 進 す る こ

と」が課題の一つとなっています。

文言の表記については、平成２２年６月に答申さ

れた「改訂常用漢字表」に基づき公用文表記として

改めています。

国内外の人権教育に係る動向から 文部科学省の学校における人権教育に係る動向から 岐阜県人権教育協議会の今後の課題から

人権の擁護・促進のためには、全世界において人権尊重の意識を高めてい
くことが重要であるという認識のもと推進される人権教育の国際的な動向を
受け、国内においても人権教育の取組が推進されています。教育委員会及び
学校は人権教育の実施主体として、その取組の推進が求められています。 

文部科学省は、全ての人々の人権が尊重される社会が国
の内外を問わず実現されることを願い、人権教育の意義や
「第三次とりまとめ」の趣旨を十分に認識した人権教育の
一層の充実を教育委員会及び学校に求めています。 

 社会の変化とともに広がる人権課題や、国内外及び文部科学省
の人権教育に係る動向を踏まえ、学校・家庭・地域社会が一体と
なって人権尊重の精神を育む取組が一層推進されるよう、教育・
啓発活動に取り組むことが求められています。 


